
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

(実証事業その他実施準備) デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
事
例
集 

作
成
・公
表 

「健
康
保
険
法
に
基
づ
く

保
健
事
業
の
実
施
等
に

関
す
る
指
針
」
の
改
定 「データヘルス計画」の実施 

（第１期の終期はＨ２９年度） 
全ての健保組合で「データヘ
ルス計画」の作成に着手 

「データヘルス計画」の実施 
（第１期の終期はＨ２９年度） 

一部の健保組合等にてモデル的
「データヘルス計画」作成 

事例集及びモデル的データヘルス計画を参考に作成 

＜今後の取組み＞ 

普及・指導事業 

※ 協会けんぽ、市町村国保等においても 
  同様の取組みを実施 

健診ﾃﾞｰﾀで把握 

(HbA1c 8%-) 

(HbA1c  
 6.5%-8%) 

ﾚｾﾌﾟﾄﾃﾞｰﾀで把握 

通院６回未満 通院６回以上 

○先駆的な取組例 （レセプト・特定健診データの活用により対象者を的確に抽出） 

  

通院０回／年 

血糖ｺﾝﾄﾛｰﾙ 
本人同意
を得て、
教育入院
させる 

＊名 ＊名 ＊名 

＊名 ＊名 ＊名 

初回受診を勧奨 定期的受診を勧奨 
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＜現状と課題＞ 
○ レセプトの電子化に伴い、保険者による加入者の医療費分析が可能となった。 
○ しかし、実際にデータ分析に基づく保健事業を実施している健保組合はまだ少ない。 
→ 保険者によるレセプト等データの利活用を推進する 

平成26年度予算額：3.6億円（新規） ※健保組合及び協会けんぽ 

保険者によるレセプト等データの利活用推進 



 日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）を踏まえ、健康保険法に基づく厚生労働大臣指針（告示）が改正され、全ての健
康保険組合等に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計
画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保等が同様の取組を行うことを推進することとした。 

データヘルス計画：医療保険者による、レセプト・健診情報等のデータの分析に基づく、効率的・効果的な保健事業
をＰＤＣＡサイクルで実施するための事業計画 
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平成26年度予算額：6.6億円（1.7億円） ※一部再掲 

（参考）「レセプト等のデータ分析に基づく保健事業（データヘルス）」の推進 

Plan（計画） Do（実施） 

Check（評価） Act（改善） 

・健康課題の分析 
・保健事業の企画 

・保健事業の実施 

・保健事業の検証 ・保健事業の修正 

Ｐ（計画）：健康・医療情報を分析し、加入者の健康課題を明確にした上で、事業内容を企画すること 
Ｄ（実施）：費用対効果の観点も考慮しつつ次の取組を実施すること 
      ・加入者に自らの生活習慣等の問題点を発見しその改善を促すための一次予防の取組 
      ・生活習慣病の発症を予防するための特定保健指導等の取組 
      ・生活習慣病の症状の進展及び合併症の発症を抑えるための重症化予防の取組 
      ・その他、健康・医療情報を活用した取組 
Ｃ（評価）：客観的な指標を用いて保健事業の評価を行うこと 
Ａ（改善）：評価結果に基づき事業内容等を見直すこと 



＜現状と課題＞ 
○ 隠れた副作用の発見、副作用の定量的な把握のため、10の拠点病院にデータベースを構築し、
（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）に情報分析システムを構築する事業を平成23年度より
5年計画で実施中。 

○ 1,000万人規模のデータ収集を目指し、さらなるデータ量の集積が必要。 
→ 医療情報データベースの構築と拡充に取り組むとともに、積極的な活用を検討。 
 

＜今後の取組み＞ 
・ 医療情報データベースシステムの構築： 
 医療情報データベースシステムについて、26・27年度で試行運用を行う。 

・ 医療情報データベース分析手法高度化事業（図１）： 
 医療情報データベースのデータを活用した効果的な医薬品等の安全対策の実施のため、
疫学的手法を用いた活用方法の高度化を推進する。 

・ データ検証（バリデーション）事業（図２）： 
 各拠点病院に保管されるカルテ情報等をもとに、医療情報データベースより抽出された
情報の正確性等その信頼性の検証（バリデーション）を行う。 

ＰＭＤＡ 

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

海外情報 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 

ﾃﾞｰﾀの抽出 

検証結果の 
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 

検
証 

ｶﾙﾃとの 
照合作業 
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拠点病院 

拠点病院 

拠点病院 

拠点病院 

       
DB 
 

       
DB 
 

       
DB 
 

       
DB 
 

全国 
10拠点 

 
 
 
 
 
 
 

DB 

電子 
カルテ 

レセプト 

オーダ 
検査 
結果 

拠点病院 
医療情報データベース 

システム 協力 

迅速で的確な安全対策 

情報分析 
システム 

ＰＭＤＡ 
安全性情報の収集・分析 

研究者・ 
製薬企業 

データ 
抽出依頼 

結果 

（図１） 

（図２） 

平成26年度予算額：2.2億円（3.8億円） 

医療情報データベースを活用した医薬品等の安全対策の推進 
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＜現状と課題＞ 
○ 医療の質の向上や研究基盤の強化を進めるため、ビッグデータの利活用推進が課題。 
→ NDB（※）データの活用を促進する （※）NDB：ナショナルデータベース（「レセプト情報・特定健診情報等データベースシステム」）。 

NDBデータとは、国が保有するレセプト情報、特定健診情報及び特定保健指導情報のデータ。 

ＮＤＢ 

研究者等 

研究者向けＮＤＢデータ分析施設の設置 
分析ツールの開発 

（分析・研究環境の提供） 

○  ＮＤＢデータ第三者提供円滑化事業： 
  研究者向けＮＤＢデータ分析施設を設置（関東・関西各
１か所の計２か所）する。 

○  ＮＤＢデータ提供の申出者範囲の見直しの検討： 
    平成25年9月からNDBデータ提供の申出者の範囲について、

「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」において検討を
行っている。 

＜今後の取組み＞ 

医 

療 

機 

関 

審査支払機関 

保 

険 

者 

出口 

 
 
 

レセプト情報 
サーバ 

 
 
 
 
 
 

用
途
に
応
じ
て 

集
計
・加
工
等
を 

行
っ
た
上
で
活
用 

入
口 

※電子データにより請求されるものを収集 

匿名化処理 

国の保有する 
データベース 

（参考）レセプトデータの収集経路 

平成25年10月時点 
約69億件 

平成26年度予算額：0.4億円（新規） 

国が保有するレセプト等データの利活用推進 
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介護・医療関連情報の「見える化」の推進 

データ項目 大分類 

1 要介護認定情報 

2 介護保険レセプト情報 

3 日常生活圏域ニーズ調査情報 

4 地域別推計人口 

5 公的統計 小地域メッシュ情報 

6 調査研究結果データ 

7 医療保険レセプト情報 

8 施策情報 

 ・・・ 

介護保険総合 
データベース 
（老健局） 

事業所 

地域包括ケア「見える化」システム 
Input（情報入力元） 

現状分析結果 
 

国保連 

保険者 
（市区町村） 

介護レセプト 

認定情報 

 システム機能 

現状分析 
支援機能 

サービス供給量分析 

日常生活圏域調査等基礎調査分析機能 

 ・・・ 

 ・・・ 

施策検討・ 
計画策定 
支援機能 

課題見える化機能 

将来サービス量・給付費等推計機能 

課題・施策情報等共有機能 

 ・・・ 

計画実行 
支援機能 

計画遂行管理機能 

事業実施状況公表機能 

 ・・・ 

総務省／ 
社会保障・人口問

題研究所 

国勢調査等 
公的統計情報 

Output（情報利活用） 

保険者 
（市区町村） 

施策 

計画 

地域包括支援
センター 等 

日常生活圏域ニーズ調査
分析結果 等 

介護保険事業 
実施状況 等 

厚生労働省 
老健局 

・
・
・
 

情報共有 

事業所 

国民 

NDB 

調査研究等 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、全国・都道府県・二次医療圏・老人福祉圏・市町村・日常生活圏域別の特徴や課題、取
組等を客観的かつ容易に把握できるように介護・医療関連情報の共有（「見える化」）のためのシステムの構築等を推進する 

平成26年度予算 ４億円 


